
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

その悩み、相談してみませんか？ 

人権擁護委員※が一緒に考えます。 
 

 

 

日にち ： 偶数月第３火曜日、奇数月第３木曜日（裏面参照） 

時 間 ： 午後１時から４時まで（受付は３時まで） 

受 付 ： 平塚市庁舎本館７階 ７１９窓口 

内 容 ： いじめ、体罰、夫婦・親子や近隣のもめごとなど 

その他 ： 相談は無料、予約優先 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ 平塚市人権・男女共同参画課 

 

〒２５４－８６８６ 平塚市浅間町９番１号 

電  話 ０４６３－２１－９８６１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４６３－２１－９７５６ 

Ｅメール danjo@city.hiratsuka.kanagawa.jp 

 

 

 

 

 

 

あなたのお悩み 

お聞かせください 

※人権擁護委員：法務大臣から委嘱された様々な分野の人たちが、人権思想を広め、地域の

中で人権が侵害されないように人権に関する相談に応じています。 

 

平塚市人権相談 

  



令和８年度平塚市人権相談 
 

日 程 時 間 

令和８年 ４月２１日（火） 午後１時から４時まで（受付は３時まで） 

５月２１日（木） 午後１時から４時まで（受付は３時まで） 

     ６月１６日（火） 午後１時から４時まで（受付は３時まで） 

７月１６日（木） 午後１時から４時まで（受付は３時まで） 

     ８月１８日（火） 午後１時から４時まで（受付は３時まで） 

９月１７日（木） 午後１時から４時まで（受付は３時まで） 

１０月２０日（火） 午後１時から４時まで（受付は３時まで） 

１１月１９日（木） 午後１時から４時まで（受付は３時まで） 

１２月１５日（火） 午後１時から４時まで（受付は３時まで） 

令和９年 １月２１日（木） 午後１時から４時まで（受付は３時まで） 

     ２月１６日（火） 午後１時から４時まで（受付は３時まで） 

３月１８日（木） 午後１時から４時まで（受付は３時まで） 

 


